
平成 24 年 4 月 10 日

第２回玄海町立小中学校基本構想等検討委員会

１．開 会

２．委員について

３．あいさつ（会長）

４．協議

（１）提案・協議の進め方と関連項目とのつながり

（２）提案・協議

①児童生徒数の提案・協議

②一クラスの人数及びクラス数提案・協議

③普通教室の大きさ提案・協議

④普通教室数の提案・協議

(３)先進校視察の提案

視察校：福岡市立照葉小中学校

西南学院小学校、中学校、高等学校

視察日：平成 24 年 5 月 21 日～25 日で調整中

５．次回日程の確認

平成２４年４月１７日（火） １８時３０分から

６．閉 会



Ⅱ．提案・協議

１．児童生徒数の提案・協議

（１）根拠

小中一貫校の児童生徒数は、以下の通りとする。 （単位：人）

小学校 中学校 合計

児童数 生徒数 児童生徒数

年度 男 女 男 女 男 女

1 学年

あたり

平成 27 年度 356 180 176 197 103 94 553 283 270 61.4

平成 28 年度 326 158 168 212 115 97 538 273 265 59.8

平成 29 年度 323 160 163 198 98 100 521 258 263 57.9

平成 30 年度 306 152 154 201 98 103 507 250 257 56.3

※平成 23 年度出生児が平成 30 年度に新 1 年生となります。

（２）提案内容

区 分 内 容

第１案 玄海町内に在籍する児童生徒数のみで学校を維持する

玄海町内に在籍する児童生徒に加えて、以下のいずれかを組み合わせる。

(1) 県内他市町からの児童生徒の受け入れを考慮する

(2) 県外児童生徒の受け入れを考慮する
第２案

(3) 外国人児童生徒の受け入れを考慮する



２．一クラスの人数及びクラス数提案・協議

（１）主な事例

秋田県教委 山形県教委 栃木県教委 長野県教委 京都府教委 山口県教委

1 35人以下

2

3

4

5

6

1 30人程度(学年2学級以上)

2

3

平成13年度 平成13年度 平成15年度 平成14年度 平成13年度 平成14年度

(1) 子ども一人一人や (1) 子どもたち一人一 (1) 学力向上が向上す (1) 一人ひとりに関わ (1) 学力面・生徒指導 (1) 子どもたち一人一

グループに対する支援や 人に目が行き届き、学習 る。 る時間が増え、きめ細や 面の双方に効果がある。 人の状況に応じた、きめ
見取りに当たれる時間が のつまづきの発見や個々 かに対応できる。 細かい指導が充実する。

増える分、子どもを主体 の学習進度等に応じた指 (2) 基礎学力の定着に

にした活動を多く設定で 導が可能となる。 (2) 子どもの状況に応 は、ティームティーチン (2) 子どもたちの理解
きる。 じ、初期のつまづきに丁 グや少人数授業が特に効 度や興味・関心に応じた

(2) これまでよりも授 寧に対応できる。 果的である。 指導がよりできるように
(2) クラス全体の中で 業を理解しやすくなった なる。
一人の子どもが表現でき り、授業が楽しいと感じ (3) １学期の早い時期 (3) 学習習慣環境の確
る時間と機会が増えるた るようになることによ に学級が安定するように 立には少人数教育が特に (3) 学習内容に応じ
め、学び合いについて考 り、「学習意欲の向上」 なる。 効果的である。 て、工夫を凝らした授業
えを確かめたり、深めた 「子どもが勉強好きに を行うことで、学力の向上
り、広げたりする機会 なった」などの効果に結 が期待できる。
が増える。 びつく。

(3) 机間指導を通して
教師は子どもの学習状況
を把握しやすくなる。ま
た、声をかける機会が増
えるので子どもに対する
支援が充実する。

(1) 学習行動の改善、欠 (1) 先生と生徒及び生 (1) 保護者・家庭との (1) 学級経営上も効果 (1) 教師と子ども、子
席や不登校の減少、学力 徒間の良好な関係が構築 連携が以前より密接に 的である。 ども同士の触れ合いが深
の向上などが期待でき される。 なる。 まる。
る。
(2) 子どもが抱える悩 (2) 問題行動等の予防 (2) 子どもに対する指
みや相談に親身に応える につながる。 導面などで担任相互の連
時間が確保できる。 携がしやすくなる。
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数
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40人
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中
学
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35人以下 35人
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35人以下
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区分
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学
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30人程度
(学年2学級以上)

33人
(学年2学級以上)



（２）提案内容（平成 27 年度を基準）

※いずれのパターンも特別支援学級は、小学校２学級、中学校 1 学級とする。

（３）参考資料

①国による３５人学級実施の経緯

学校が抱える課題に適切に対応し、子どもたち一人ひとりに質の高い教育を行えるようにするため、少人数学級の実現を行う。

課題 期待される成果

・暴力行為や不登校などが学校における深刻な問題の発生

・障害のある子どもや外国人の子どもなど特別な支援を必要とする

子どもたちの増加

・授業時数や指導内容が増加する新学習指導要領が完全実施。

・理解度や興味・関心に応じたきめ細かな指導が可能

・発言・発表機会が増え授業参加がより積極化

・教室にゆとりが生じ様々な教育活動が可能

・教員と児童生徒の間の関係が緊密化

・生徒指導上の課題に即した個別指導の充実

・幼稚園からの円滑な移行により小１プロブレムに対応

学年 学級 人
1クラス
あたり

学級 人
1クラス
あたり

学級 人
1クラス
あたり

学級 人
1クラス
あたり

1 2 55 27.5 2 55 27.5 2 55 27.5 2 55 27.5

2 2 46 23 2 46 23 2 46 23 2 46 23

3 2 54 27 2 54 27 2 54 27 2 54 27

4 2 64 32 2 64 32 2 64 32 3 64 21.3

5 2 54 27 2 54 27 2 54 27 2 54 27

6 2 78 39 3 78 26 3 78 26 3 78 26

計 12 351 29.3 13 351 27 13 351 27 14 351 25.1

1 2 64 32 2 64 32 2 64 32 3 64 21.3

2 2 68 34 2 68 34 3 68 22.7 3 68 22.7

3 2 64 32 2 64 32 2 64 32 3 64 21.3

計 6 196 32.7 6 196 32.7 7 196 28 9 196 21.8

18 356 19.8 19 356 18.7 20 356 17.8 23 356 15.5

小
学
校

中
学
校

合計

提案４≒京都府教委
「小中1年生35人学級、他40人学級」 「全学級35人学級」 「全学級33人学級」 「全学級30人学級」

提案１≒栃木県教委 提案２＝山口県教委 提案３＝山形県教委



３．普通教室の大きさ提案・協議

（１）教室の定義

区 分 内 容

普通教室 特別教室、多目的教室及び少人数授業用教室以外の教室をいう。

（根拠）公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目

特別教室等 教科専用の教室(理科室、生活室、音楽室、図画工作室、美術室、技術室、

家庭科室、外国語)及び準備室、多目的教室(新世代型学習空間等)、特別

支援学級教室、視聴覚室、実習室、学校図書館(室)、進路資料・指導室、

自立学習室及び準備室、保健室・教育相談室(心の教室)

（根拠）学校における教育の情報化の実態等に関する調査

（２）現在の教室

学校 校舎面積 1 教室面積 天井高

有徳小学校 2,862 ㎡ 64.8 ㎡ 3m

値賀小学校 2,814 ㎡ 63.0 ㎡ 3m

有浦中学校 4,537 ㎡ 63.0 ㎡ 3m

値賀中学校 3,508 ㎡ 63.0 ㎡ 3m

（３）提案内容

内 容 備考

第１案 面積：６４．０㎡

高さ：３ｍ

・宇治市小中一貫校：64.0 ㎡

・飯塚市小中一貫校：64.0 ㎡

第２案 面積：７４．０㎡程度

高さ：３ｍ

・公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等

の運用細目に定める面積：74.0 ㎡

・三条市：小 1～2 年 80.0 ㎡

小 3～6 年 64.0 ㎡

中 1～3 年 72.0 ㎡

（４）参考

①教室等の室内環境の在り方について（文部科学省による調査研究結果）

ア）現在の普通教室面積の基準

昭和 25 年「鉄筋コンクリート造校舎の標準設計」の教室(63 ㎡)

イ）現在の教室天井高の基準

平成 17 年「建築基準法施行令」改正

学校の教室で床面積が 50 ㎡を超える教室の天井高について、3ｍ以上とする規制は撤

廃された。（ただし、居室の天井の下限は、2.1ｍ）

ウ）教室の計画・設計上の留意点

ａ）空間構成等（広さ等）

教室の広さは、学齢段階や、クラス人数による密度感のほか、持ち物や教材などの

量や収納方法等について十分考慮して計画することが重要である。



４．普通教室数の提案・協議

（１）提案内容

内 容 備考

第１案 学級数と同数の普通教室を配置する 学級数×１

（公立学校施設費国庫負担金等に関

する関係法令等の運用細目）

第２案 普通教室は配置しない。

教科教室型運営方式により、教科毎に

教室を移動する

川﨑市立はるひ野小中学校中学部

（H20 年 4 月開校）

（２）参考

①川崎市立はるひ野小中学校 中学部

対象 8 年生（中学 2 年）、9 年（中学 3 年）

目的 ・高校への進学や高校との接続を考慮する。

・教室が変わることで、気持ちの切り替えを行う。

拠点 ・ホームベース（HB）を拠点とし、ロッカー、ソファー、机を配置。

・HB の広さは、教室の 1／2。壁は可動式で隣接する教室とつなぎ、1.5・室

分の広さになる。

・HB と隣接している教室がホームルームとなる。

・HB にはクラス運営に関する資料のみを掲示。

教科教室 ・教科毎に設置してある教室に生徒が移動し、授業を受ける。

・国語、社会、数学、理科、英語の教科教室を有する。

・教科の先生が、子どもたちに何を学ばせたいかを考えて、資料を掲示して

いる。先生たちの独創性が現れる。

効果・反応 ・施設面に関する学校評価では、8 割以上が高評価。

・教科教室型高校進学した子どもたちは、とまどいもなく授業に入れる。

その他 ・教科教師ステーションを設置する。

・美術等の作品は、教科教室前のオープンスペースに展示。


